
                                                           （単位：千円） 

事 業 名 地域生活支援事業-1 担 当 課 福祉課 

左  の  財  源  内  訳 

平成 20 年度 当初予算 

国県支出金 地方債 その他 一般財源 

59,132 30,676  3,186 25,270 

１．趣旨 

障害者施策を充実させるため、平成 18 年 4 月 1日に施行された障害者自立支援法により、地域の特性や利用者の状況に応じた地域生活支

援事業を平成 19 年度に引き続き実施する。 

 

２．概要 

事業名 事 業 内 容 事業費 

コミュニケーション支援事業 聴覚、言語、音声機能その他の障害者に手話通訳者を派遣し、意思疎通の円滑化を図る。 1,936 

相談支援事業 (1)専門的な相談支援等を要する困難なケースへの対応 

(2)権利擁護のために必要な援助 

(3)市町村相談支援機能強化事業(相談支援事業の機能を強化するため、一般的な相談支援事

業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門職員を配置する。) 

2,774 

移動支援事業 屋外での移動に困難な障害児(者)に対して、外出のための支援を行うことにより、地域での

自立生活及び社会参加を促す。 

1,342 

地域活動支援センター機能強化事業 

(地域活動支援センター:創作的活動

又は生産活動の機会の提供、社会と

の交流等を行う施設) 

(1)地域活動支援センターⅠ型 

専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民

ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための創作・生産活動を行う。 

(2)地域活動支援センターⅢ型 

地域の障害者のための援護対策として障害者団体が実施する小規模作業所が創作活動、生

産活動を実施する。 

17,380 

 


